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個人履歴	



❶	

SDGs-THE GLOBAL GOALSの概説�
n MDGsからSDGsへの変遷と成果�
n 後半戦（SDGs）はナニが困難か�
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欧米先進の世界では国連採
択翌月の2015年10月から担
い手である企業市民と消費
者市民の知るところとなり…
行動が本格化。	
	
こういうことに非常に疎い…
わが国では2017年1月末（つ
まりは3週間前あたりから)
やっと国民の目に触れるよう
になってきました⁉	
	
周回遅れではありますが…*\
(^o^)/*ニッポン。	

※ちなみに本研修（奈良県）に
ては昨年のプログラムから基軸
にはめました…本項で3本め。
霞ヶ関よりも早く?全国最新最速
の研修デス♬	



2016〜2030　ザグロゴ＝SDGs�
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•  ザグロゴとは…THE GLOBAL GOALSのこと。�

　2015年9月、世界193ヶ国の代表が国連(UNCTAD)で採
択した…新しい地球のカタチ。�

•  それは17パネルからなる目標で構成された壮大な計画。�

•  2000年からの15年間とその先の15年間の二部構成で…　
今年からは後半戦の仕立てとなる。�

•  後半はアルファベット四文字[SDGs]と略称され、親しみ易
くニックネームは[THE GLOBAL GOALS]�

•  日本語では略して「ザグロゴ」� 前半戦と後半戦の違いは　　
次ページに続く…	



それは国連提唱“開発目標”デス�
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2015	SDGs�

“前半戦”の中身は…�
８のパネルから構成された�
「ミレニアム開発目標」�
�
ü  貧困と飢餓の半減を数値達成

目標とした。�
ü  結果的に発展途上国が中心の

行動となった。�
結果は…36%だった貧困率が…�
ü  中国とインドの経済発展によ

り貧困率が⅓の12％！�
ü  半減½（18%)�
ü  を超えるおおきな成果を手に

できた⁉�

“後半戦”の中身は…�
17のパネルから構成される…　
「持続可能な開発目標」�
�
p 人口圧力の多い途上国がもう

無いので先進国が行動主体と
なる必要がある。�

p GDP経済成長だけでは到底達
成できない課題ばかり。�

p 日本は人口プレゼンスが落ち
るのでここで挽回すべき…❗�

2000	MDGs�



MDGs➡SDGsが-よく分かる動画�
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2000	MDGs�

2015	SDGs�

https://www.ted.com/talks/
michael_green_how_we_can_make_the_
world_a_better_place_by_2030?
language=ja 
　　　　　　　　TED マイケルグリーン氏ご講演 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本語字幕版 
                                                      {14:39} 
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2000	 MDGs� 2015	 SDGs�

国連の2015年を振り返る（Year in Review 2015） {7:47} 
http://youtu.be/jiDudE5syTk 
「ミレニアム開発目標（MDGs）｣から「持続可能な開発目標（SDGs）｣へ {1:42}	
http://youtu.be/dga-EUNKT3E 
持続可能な開発とは？{2:08} 
http://youtu.be/1c48vhokWLQ 
グローバル・ゴールズ 
（持続可能な開発目標）に寄せる 
スティーブン・ホーキング博士からの 
ビデオメッセージ{1:41} 
http://youtu.be/wdxnTj8VEEY 
WE THE PEOPLE： グローバル・ゴールズ 
（持続可能な開発目標）を伝えよう{3:49} 
http://youtu.be/jV5f7YZJFQg 
 
その他　国連広報センターにて続々と公開中‼ 
 



❷	

ニッポンのSDGs-THE GLOBAL GOALS�
n 一般メディアが伝えているコト�
n 金融投資家からみた新CSRのモノサシ�



ジャパンSDGsが-よく分かる動画�
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2015	SDGs�

https://www.ted.com/talks/
michael_green_how_we_ca
n_make_the_world_a_better
_place_by_2030?
language=ja 
　　　　　　　　 
朝日新聞デジタル 
「国谷裕子（くにやひろこ）さん
と考えるSDGs」                                                       
2017年1月31日WEB公開 
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2015	SDGs� http://www.asahi.com/special/sdgs/ 
朝日新聞デジタル 
「国谷裕子さんと考えるSDGs」                                                       
2017年1月31日WEB公開 
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http://www.asahi.com/special/sdgs/ 
朝日新聞デジタル 
「国谷裕子さんと考えるSDGs」                                                       
2017年1月31日WEB公開 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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今後は…ザグロゴ＝“SDGs”をどう使うかがポイントになる。	
某大手経済新聞にては	
①新たな経営計画やCSR計画の策定指針にするケース。	
②自社の製品やサービスがSDGsの課題解決にどのように	
　　生かせるのかを顧客や投資家に伝える共通言語として　	
　　使うケース。	
③社員の奮起を促し、新しい事業のアイディアを社内	
　　から拾いあげる取り組みに使うケース。	
	
…って記事も出てが…小職はもっと手取り早く生かせるのが
皆さんの今日の関心事「廃棄物の適正処理再生」だと強く思
う訳で…	
	



❸	

私たちのSDGs-THE GLOBAL GOALS�
n 専門筋だからできる手取り早い提言�
n No.12から入るザグロゴ世界観　 �
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12番…英語のニュアンスからすると…一
番最初の「責任ある消費」	
って変な日本語でした…その後	
「つくる責任つかう責任」	
現在は責任ある生産と責任ある消費を
経て…「持続可能な消費と生産」の日本
語訳に落ち着きました♬	
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2015	SDGs�
まとめ： 
新世紀になって
からの開発目標
の後半戦が…
SDGs 
Sustainable 
Development 
Goals＝ザグロ
ゴ 

Point 
循環型社会から
持続可能な社会
へ…責任ある消
費（書き換え
て）持続可能な
消費と生産をす
る責務が追加。 
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トーダイ学術講演-予稿集の概説❶�

	
	
	
	
	
予稿集[proceeding]　
prəsídɪŋ(米国英語)の
概説ってのも可笑しな
もんですけど。	
せっかくなので…	
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全4ページで	
起承転結…	
	
	
	
	

トーダイ学術講演-予稿集の概説❷�
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持続可能な社会への開扉を意識セヨ�

開扉（かいひ）扉が開
くこと≒ご開帳…いよ
いよ環境プランナーの
活躍の舞台が…♪	

	
	
	
	
起承転結	
の「起」…	
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国連目線で考えるサプライ管理トハ�

サプライ管理とは現在
はサプライチェーンマ
ネジメントでカタカナの
前は「供給連鎖管理」
でした…♪	

	
	
	
	
起承転結	
の「承」…	
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廃棄物管理を全体最適化し到達セヨ�

モノづくりを動脈産業
（川上側）。廃棄物の
処理再生は静脈産業
（川下側）とも表現され
ます…♪	

	
	
	
	
起承転結	
の「転」…	
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SCMからSLMで責任ある消費を！�

動静脈連携は「持続可能な責任と消費」
へ昇華可能 
まさに「グリーン・コンシューマからスマー
ト・コンシューマへ」*1の転換期…♪	

	
	
	
	
起承転結	
の「結」…	
	
	
	
	

*1公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS）	
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 
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http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/
sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/ 
国際連合広報センター（SDGsのロゴダウンロード頁）日本語版 

もう一度、ザグロゴ17パネルをみてみ
ましょう♫	
それと先発隊の欧米では有識者から
「企業はザグロゴ17パネルを一部のみ
ツマミ食いしてはならない」と警鐘が鳴
らされています…ご注意を♬	
あと人権もoffsetできない…	
日本はあまあま	
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ラギー教授は	
「企業はSDGs17の目標のすべてに対する可能な貢献につい
て評価をするつもりがないようにみえる。マテリアリティ(重要
性)、または単にビジネスのリスクとビジネスチャンスを判断
基準にイイトロドリを「チェリーピッ ク（ツマミ食い）」をする傾
向があるのは困ったことだ（怒）」と指摘しました。	
	
また人権と気候変動の根本的な違いとして、人権はカーボン
オフセットのようにオフセット（埋め合わせ）することができな
いことも強調しました。	
(在英：サスティナヴィジョン下田屋　毅レポートより意訳引用)		
　　　　　　　hMp://www.sustainavisionltd.com	
	

John Gerard Ruggie	
米国政治学者　アナン国
連事務総長時代のシニア
アドバイザーを務め、企業
に対しての人権・労働基
準・環境分野への9原則
「グローバルコンパクト」設
立の立役者。	



❹	

モノづくり司令塔-経済産業省の再編�
n 振り出しからアガリまで-の一体感とは�
n 周回遅れからの挽回は2020動静脈連携�



廃棄物処理法制の全体像理解を…�
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きょうは「廃棄物処理法」いわゆる
「廃掃法」を理解するための研修
です。	
とはいえ、それを理解するために
は…まずは…「廃棄物に関連する
法制度」の全体像と「廃掃法」につ
ながる「廃棄物関連法」の歴史的
足取りを理解する事が大事だと思
います。	
で…時事の法制度の全体像を理
解するには経産省発行の資源循
環ハンドブック暦年版が好都合で
すよ♪	
	

h&p://www.me..go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/	



経産省のハンドブックは必携の事…�
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資源循環ハンドブックのあらまし	
	
2003初版.2004.(2005欠番)	
2006.2007.2008.2009.2010.2011.	
2012.2013.2014.2015.2016.	
英語対訳版同時発行-2003初版.
2004.2006.2007.2008.2010.	
中国語対訳版版同時発行-2007.	
発行元はすべて経済産業省産業
技術環境局リサイクル推進課	
受託元は2003初版にのみ財団法
人クリーン・ジャパン・センターの表
記アリ。	
	
RRRの三兄弟は2014年から表紙	
〜表舞台〜に表示。（正確には復
活）	
	

h&p://www.me..go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/	



廃棄物処理法制のマンダラ
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全体像理解には最新版「資
源循環ハンドブック2016」の
12ページにⅡ章「循環型社
会形成のための法制度と３Ｒ
政策」に判りやすい図があり
ます。	
	
モノづくり企業にはこのハン
ドブックが使いやすいです。	
	
神様仏様の相関図♬…	
マンダラ（曼荼羅मण्डल）デス	

h&p://www.me..go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/	



ザグロゴNo.12との連携性考察
	
でこの「資源循環ハンドブッ
ク2016」の13ページに製品の
ライフサイクル（LC）「ゆりかご
から墓場まで」と関連する法
規制の解説があります。	
モノづくり企業には解説不要
でしょうけど♪	
	
大事なのはこの製品のライフ
サイクルに責任持とうぜ‼…っ
てのがTHE	GLOBAL	GOALSの
12番“責任ある生産と消
費”なんです。…どうですか?
身近でしょ♪	
	

37	h&p://www.me..go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/	



ザグロゴNo.12との連携性考察
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製品のライフサイクル
（LC）の部分を超拡大し
ます♪「図Ⅱ-2a」	

h&p://www.me..go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/	



ザグロ!?一元管理…METI組織再編

39	h&p://www.me..go.jp/press/2016/06/20160614003/20160614003.html	

	
昨夏はチョーびっくりしました。METI(経済
産業省）の製造産業局が組織変更デス!!…
それはそれは大騒ぎで♪馴染むまで半年
掛かりました（霞ヶ関&永田町ロビースト肌
感覚）	
課長が減りましたし!縦割りが緩和されて縦
横無尽？斜めも含め串刺しになった感じで
す。	
THE	GLOBAL	GOALS実現への一元管理って
のは小職の“希望的観測”ではあります
が…	
モノづくり企業は分掌規定も含めて担当部
署が変わったのですからそれはもう大騒ぎ
の筈です。これからの業界は早めにどうぞ
騒いで♪	



ザグロ!?一元管理…METI組織再編

40	h&p://www.me..go.jp/press/2016/06/20160614003/20160614003.html	

報道発表には“業種概念に閉じな
い”…	
“共通の政策課題”…“一体的に実
施”とか心強いフレーズが随所に♪　　	
環境省も変わらないとね（独り言）	



7が3
に	

ザグロ!?一元管理…METI組織再編

41	h&p://www.me..go.jp/press/2016/06/20160614003/20160614003.html	



❺	

SDGs-実務としてステップとツール�
n 産廃行政庁との符合確認�
n 目論見型-廃棄物処理再生経路の創造�
n あるのに使っていないツールたち�



Step ZERO：行政庁との符合確認�

巻末にA4判のフルサイズプリントを付録綴じ込みしました。でもスキルを磨くにはデータでない
と…なので…エコシス•コンサルティング株式会社オリジナルExcel シートを 
セミナー事務局（奈良県産廃協会）から入手できるように手配致します。 

	
	
廃棄物の定義と区分：	
つまりはナニが廃棄物
（定義）で、どんな条件が
備わると（備わらないと）
産廃になるのか⁉	
本当は一番関心事デス…
当然ながらセミナーにて
の質問も集中します♬	
全部答えますが…自分で
必要なスキルを磨けばヨ
イだけデス。	
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Step 1〜25：目論見を相互確認�
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排出事業者責任
を完遂し常に利

益を生むマネ

ジメントへ-ステ
ップ1.から25.-

廃棄物処理

再生目論見チエ
ックSHEET�

巻末にA4判のフルサイズ
プリントを付録綴じ込みしま
した。エコシス•コンサルティ
ング株式会社オリジナルパ
ワーポイント＆PDFシート
をセミナー事務局（奈良県
産廃協会）から入手できる
ように手配致します。 

	
	
Stepゼロが終わったらいよい
よ創意工夫で「わが社の廃棄
物にベストマッチな処理再生
経路づくり」に着手デス♬	
大事なのは現地確認の努力
義務とかではなくて…日々の
努力を循環型社会の構築、つ
まりはTHE	GLOBAL	GOALSには
め込んで…廃棄物で一儲けす
ることです。（誤解を恐れず）	



まき直し好機：委託契約書の鉄則�

http://www.zensanpairen.or.jp/publication/form/index.php 
（全産廃連『委託契約書の手引き』ってタイトル） 
ぜんさんぱいれん：公益社団法人 全国産業廃棄物連合会の略称	

	
	
最新の委託契約書雛形には　廃
棄ブツの“皮算用”…つまり　①廃
棄物品目種類、②数量（頻度）・
単価、③適正処理に必要な情報
（WDS）…と。	
処理業者の“皮算用”…例えば④
許可内容、⑤処理能力を記載す
る欄があります。	
また、皮算用とはちょっと毛色が違
いますが…再委託の禁止や反社
会的勢力（暴力団等）排除条項な
どが盛り込んで	
あります。全部埋めると“意味”が
あります。	
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紙（神）マニを知って…電子を知る�
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(1) 交付手続	
2 管理票の交付については、～略～ビルの管理者
等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所
を提供する場合、～略～事業者の依頼を受けて、
当該集荷場所の提供者が自らの名義において管
理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。
なお、この場合においても、処理責任は個々の事
業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、
事業者の名義において別途行わなければならない
こと。	

マニフェスト運用…ジョウブツ一致の原則をつ
かさどる委託契約書…?!排出側が誹りを免れ
ない産廃マニフェストの交付にかかわる部分
なので…電子化も大事な次世代ですが…まず
は紙マニの立て付けを理解してください。いっ
つも質問されることはほとんど通知に書いて
ありますから…ご確認を（笑）	

https://www.env.go.jp/hourei/add/k033.pdf 
　（『産業廃棄物管理票制度の運用について（通知）』通知番号は
環廃産発第110317001号でいわゆる第116号平成13年3月23日
付通知の踏襲コピペ通知です）	
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最終処分	

産廃 
20品目に
輸入廃棄
物を含め
て21品目 

ü 脱水 
ü 乾燥 
ü 焼却 
ü 油水分離 
ü 中和 
ü 破砕 
ü 固化 
ü 圧縮 
ü 分解 
ü 洗浄 
ü 溶融 

ü 収運　　
のみ 

ü 積替　　
保管　　
を含む 
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ü 排出元
“保管”が
あること
に注意!!!　 

“差し引き”して「前段」と解釈	

ü 埋立　　
処分 

Ø 安定型 
Ø 管理型 
Ø 遮断型 

ü *2海洋 
　   投棄 

（〜2007） 
 
ü *1再生 

（1991〜） 
 後段は法の定義「△△」という	

「◯◯」という法の定義	

*1廃棄物の処理及び清掃に関する法律-目的改正(1991）-参照�
*2海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋へ�
   の投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分(2007)-参照�

神（紙）マニの真髄：記入の鉄則�

記入は 

引渡と同時… 

種類毎に… 

行先毎に… 

…交付する事 

 
 
 
 
 
 
 

排出事業者が 

産廃の種類… 

産廃の数量… 

処理業者の名

称等を… 

…正確に記載 

 
 
 
 
 
 

保管は 

写しA票交付… 

運搬完了B2票 

処分完了D票 

最終処分完了E票 

はそれぞれ 

送付を受けて… 

　から5年間　 

　　　　保管 

 
 
。 

排出事業者は…第12条の3第1項に則り…産業廃棄物
の引き渡しと同時に産廃マニフェストを交付（起票のこ
と）しなければならない。…とされています。	

小職は…コンサル先には…『法定保管
年限5年かつ自主管理年限は期限を
定めない永久保存』としています🎵　
…理由は秘密です?!…	



1	 2	

3	 4	

5	

8	

9	

10	
11	

12	

6	

13	

16	

17	

18	

19	

20	

15	
14	

21	

24	

25	

26	

27	

28	 23	

22	

29	

勘所-い）日付 
なんらかの日付をそれ
ぞれの現認者（ヒト）
がその時点と場所で記
入する欄 
 

勘所-ろ）者−法人 
なんらかの者：しゃ 
（法人格）を当該行為
の責任者として記入す
る欄 
 

勘所-は）者−人物   
なんらかの者：しゃ 
（人間）を当該行為の
現場確認者として記入
する欄 
 

勘所-に）場−地点   
なんらかの場：じょう
（場所現地）を当該行
為が行われる場所その
ものを記入する欄 
 

勘所-ほ）物ぶつ　 
当該の物質：ぶっしつ 
の性状（性質や状態）
を示す内容を物理量と
伴に記入する欄 

7	
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❻	

排出事業所管理者への付録�
n 排出事業者が知っておくべき条文綴り�



•  第一章　総則 

•  （目的） 

•  第一条 　この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正
な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活
環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上
を図ることを目的とする。 

•  （定義） 

•  第二条 　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃
え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他
の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射性物質及
びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。 

•  ２ 　この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃
棄物をいう。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第一章　総則 

•  （定義） 

•  第二条  

•  ４ 　この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物を
いう。 

•  一 　事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油
、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 

•  二 　輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の
航行に伴い生ずる廃棄物（政令で定めるものに限る。第十五条の四
の五第一項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に入国す
る者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「
携帯廃棄物」という。）を除く。） 

•  ５ 　この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物
のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係
る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定める
ものをいう。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第一章　総則 

•  （事業者の責務） 

•  第三条 　事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの
責任において適正に処理しなければならない。 

•  ２ 　事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等
を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販
売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処
理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にな
らないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に
係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等に
より、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な
処理が困難になることのないようにしなければならない。 

•  ３ 　事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他
その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力し
なければならない。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第一章　総則 

•  （国及び地方公共団体の責務） 

•  第四条 　市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し
住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に
必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関す
る事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作
業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。 

•  ２ 　都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされる
ように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道
府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の
適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなけ
ればならない。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第一章　総則 

•  （国及び地方公共団体の責務） 

•  第四条 

•  ３ 　国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄
物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄
物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに
、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるよ
うに必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地
からの調整を行うことに努めなければならない。 

•  ４ 　国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びそ
の適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意
識の啓発を図るよう努めなければならない。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第三章　産業廃棄物 

•  　　　　第一節　産業廃棄物の処理 

•  （事業者及び地方公共団体の処理） 

•  第十一条 　事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければなら
ない。 

•  ２ 　市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理
することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要で
あると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことがで
きる。 

•  ３ 　都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道
府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその
事務として行うことができる。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第三章　産業廃棄物 

•  　　　　第一節　産業廃棄物の処理 

•  （事業者の処理） 

•  第十二条 　事業者は、自らその産業廃棄物（特別管理産業廃棄物
を除く。第五項から第七項までを除き、以下この条において同じ。
）の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集
、運搬及び処分に関する基準（当該基準において海洋を投入処分の
場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業
廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上
災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入
の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」
という。）に従わなければならない。 

•  ２ 　事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令
で定める技術上の基準（以下「産業廃棄物保管基準」という。）に
従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければな
らない。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第三章　産業廃棄物 

•  　　　　第一節　産業廃棄物の処理 

•  （事業者の処理） 

•  第十二条 

•  ３ 　事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物（環境省令で定め
るものに限る。次項において同じ。）を生ずる事業場の外において
、自ら当該産業廃棄物の保管（環境省令で定めるものに限る。）を
行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う
場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令
で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければな
らない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。 

•  ４ 　前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い
産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つ
た事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省
令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければ
ならない。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第三章　産業廃棄物 

•  　　　　第一節　産業廃棄物の処理 

•  （事業者の処理） 

•  第十二条 

•  ５ 　事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する
場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃
棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分について
は同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者に
それぞれ委託しなければならない。 

•  ６ 　事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分
を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第三章　産業廃棄物 

•  　　　　第一節　産業廃棄物の処理 

•  （事業者の処理） 

•  第十二条 

•  ７ 　事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処
分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認
を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまで
の一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措
置を講ずるように努めなければならない。 

•  ９ 　その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置
している事業者として政令で定めるもの（次項において「多量排出
事業者」という。）は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場
に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都
道府県知事に提出しなければならない。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第三章　産業廃棄物 

•  　　　　第一節　産業廃棄物の処理 

•  （事業者の処理） 

•  第十二条 

•  １０ 　多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環
境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければなら
ない。 

•  １１ 　都道府県知事は、第九項の計画及び前項の実施の状況につ
いて、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。 

•  １２ 　環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更し
ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなけれ
ばならない。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第三章　産業廃棄物 

•  　　　　第一節　産業廃棄物の処理 

•  （産業廃棄物管理票） 

•  第十二条の三 　その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者（
中間処理業者を含む。）は、その産業廃棄物（中間処理産業廃棄物
を含む。略）の運搬又は処分を他人に委託する場合（環境省令で定
める場合を除く。）には、環境省令で定めるところにより、当該委
託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託
した者（当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合に
あつては、その処分を受託した者）に対し、当該委託に係る産業廃
棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称そ
の他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票（以下単
に「管理票」という。）を交付しなければならない。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第四章　雑則 

•  （措置命令） 

•  第十九条の五 　産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準に適
合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合に
おいて、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあるが
あると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、
次に掲げる者（略「処分者等」という。）に対し、期限を定めて、
その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。 

•  第十九条の六 　前条第一項に規定する場合において、生活環境の
保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のい
ずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業
活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者（以下「排出事業者等」
という。）に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべき
ことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等
の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方
法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 



•  第四章　雑則 

•  （措置命令） 

•  第十九条の六 

•  一 　処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつ
ては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じて
も十分でないとき。 

•  二 　排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負
担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り
、又は知ることができたときその他第十二条第七項、第十二条の二
第七項及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第
九項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採
らせることが適当であるとき。 
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号） 

最終改正：平成二七年七月一七日法律第五八号 
清掃法（昭和二十九年法律第七十二号）の全部を改正する。 
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